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オンライン資格確認等システムにおける 

スマートフォン対応に関する掲示用素材について 
 

 平素より本会会務の運営に特段のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 
 先般、日医発第 470 号（情シ）（保険）令和 7 年 6 月 20 日「マイナ保険証の

スマートフォンへの搭載に係る実証事業について」にて、マイナンバーカードの

代わりに、マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォンでオンライン

資格確認を行う（以下、「スマホ保険証」と略します）ための実証事業が行われ

ていることをお知らせしたところです。 
 スマホ保険証対応の仕組みの稼働開始は、9 月目途とされていますが、6 月 24
日からユーザーが多い iPhone にマイナンバーカードの機能を搭載できるよう

になったことを受け、マイナ保険証を持たずにスマートフォンのみを持参する

患者さんが見受けられるようになったとの声が寄せられております。 
 本件を受け、厚生労働省に対し、「現時点では実証事業参加医療機関以外では

利用できないこと」、「正式稼働後も体制が整った医療機関だけでしか利用でき

ないこと」の国民へ周知を強く要請するとともに、日本医師会にて、医療機関で

お使いいただける、スマホ保険証に対応していない旨をお知らせするための掲

示用素材を作成いたしました。 
 また、医療機関におけるスマホ保険証への対応は義務ではございませんので、

9 月の仕組み稼働後も、自院がスマホ保険証に対応していない旨を知らせるポス

ターも併せて作成しております。 
 医療機関の状況に応じて印刷、ご活用いただきたく、貴会におかれましても、

本件についてご了知いただくと共に、貴会管下の郡市区等医師会ならびに会員

への周知方につき、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
以上 

【別添資料】 
・掲示用素材「当院を受診される際には、カードのマイナ保険証をお持ちくだ

さい」（実証事業中 8 月末まで版） 
・掲示用素材「当院を受診される際には、カードのマイナ保険証をお持ちくだ

さい」（正式稼働開始後 9 月以降版） 
※別添資料の PDF は、「日医ホームページ＞医師のみなさまへ＞医療情報シ

ステム＞オンライン資格確認について」からアクセスいただけるメンバーズ

ルーム内にも掲載しております。 
https://www.med.or.jp/doctor/sys/onshi/012299.html 

https://www.med.or.jp/doctor/sys/onshi/012299.html
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